
 

 

 

 

 

県教育委員会及び県域の市町村教育委員会は、これまでも教員の働き方 

改革に取り組んできましたが、学校では依然として、長時間勤務の教員が 

多く、その是正が大きな課題となっています。 

子どもたちにより良い教育を提供するためには、教員の業務負担を軽減 

するとともに、教員のウェルビーイングを向上させる必要があります。 

そこで、県教育委員会及び県域の市町村教育委員会は、神奈川の教員の 

働き方改革に関する指針のもと一体となって、働き方改革の取組を加速化 

させていくことを、ここに宣言します。 

 

 

 令和７年３月 28日 

 

神奈川県教育委員会  

県域※の市町村教育委員会  

 
※ 横須賀市、平塚市、鎌倉市、藤沢市、小田原市、茅ヶ崎市、逗子市、三浦市、   

       秦野市、厚木市、大和市、伊勢原市、海老名市、座間市、南足柄市、綾瀬市、   

       葉山町、寒川町、大磯町、二宮町、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、 

箱根町、真鶴町、湯河原町、愛川町、清川村の 30市町村            

神奈川の教員の働き方改革加速化宣言 

       


